
所管部 改正内容

　　　令和３年２月１０日付け組織改正（案）

〇新型コロナウイルス感染症
予防の住民接種業務を迅速に
行うため、住民接種担当参事
及び副参事（住民接種担当）
を廃止し、住民接種担当部を
新設する。

〇住民接種担当部に住民接種
調整担当課及び接種体制整備
担当課を設置し、地域保健課
の住民接種業務を移管する。

住民接種担当参事

玉川保健相談課 玉川保健相談課

砧保健相談課 砧保健相談課

烏山保健相談課 烏山保健相談課

副参事（住民接種担当）

住民接種担当部

住民接種調整担当課

世田谷
保健所

地域保健課

健康推進課

世田谷保健相談課

北沢保健相談課 北沢保健相談課

接種体制整備担当課

現行 改正組織

世田谷保健所 世田谷保健所

副所長 副所長

地域保健課

世田谷保健相談課

健康企画課 健康企画課

生活保健課 生活保健課

感染症対策課 感染症対策課

健康推進課

参考


